
 

 

 

 

 東京都多摩市は、全国で３番目、

東京都初の「公契約条例」を制定、

2012年 4月から施行されました。 

 

【条例の策定段階での取り組み】 

事業者の声を聞き、 

  外部委員による検討も経て 

 2010 年 6 月、市長が議会で「公

契約条例の制定」を宣言したのを機

に、同年 10 月に副市長・部長等に

よる庁内組織としての「公契約制度

調査検討委員会」が設置されました。

その後、市が一方的につくる条例で

はうまくいかないと、2011年 6月に

「事業者アンケート」を実施。 

（市内123事業者へ、賃金の実態・公契約

条例制定について質問） 

2011年 8月には、弁護士・労働者

団体・事業者によって構成される

「公契約制度に関する審査委員会」

を設置。公開の会議で、公契約制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の条例案・条例施行についての重要

事項・その他について論議。 

 （３カ月間に、５回開催） 

 2011年 9月に「パブリックコメン

ト」を実施。（16人から52項目の意見） 

＊出された主な意見 

 ・賃金水準の公正さは大切 

 ・労働条件の適正な確保にかかる受注者

の責務規定を設けてほしい 

 ・実施状況の検証を項目に追加してほし

い            など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【制定された条例の特徴】 

労働報酬下限額を決定 

 審議会からの答申を踏まえ、労働

者の報酬下限額を決定。時給903円 

 

工事請負・業務委託に加え、 

       指定管理の契約も対象に 

 工事請負契約（予定価格5,000万円以上） 

 業務委託契約（予定価格1,000万円以上） 

 指定管理（市内8か所の施設） 

＊野田市・川崎市に比べ、委託の対象範囲 

を広げ、福祉・子育ての委託契約も対象に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一人親方」も適用の範囲に 

 適正な賃金や労働条件の適用範囲

は、受注者・下請けに雇用されてい

る労働者・派遣労働者、また「一人

親方」まで対象となります。 

 

「継続雇用に努めること」を明記 

 労働者の雇用安定と、業務の質の

維持や継続性確保のため、入札等で

受注者が替わっても、希望があれば

従前の事業者に雇用されていた労働

者の継続雇用に努めることを明記 
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熊本市手取本町１－１ 議会棟３階   

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 

ホーム：http://www.jcp-kumamoto.com/ 

 

建設労働者の暮らしを守る 「公契約条例」の制定を！ 
「多摩市公契約条例」に学ぶ・・・・・・・・・（総務委員会行政視察報告） 上野 みえこ 

【公契約条例】とは？ 

 地方自治体が発注する建築・土木工事等の公

共工事に関し、契約時（発注者と落札企業）に、

その作業に従事する労働者の賃金等を明らか

にして、その賃金が確実に末端労働者にまで支

払われることを定めるものです。そのことによ

って、建設労働者の賃金・労働条件の安定を図

るとともに、税金の公正な支出と工事の質の確

保を図ることを目的とする条例です。 
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な
す
ま
ど
か 

有
名
芸
能
人
の
母
親
が
生
活
保
護
を
利
用
し
て
い
た
と
し
て
、
先
日
、
息
子

で
あ
る
芸
能
人
の
謝
罪
会
見
が
大
々
的
に
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る
国
会
議
員

は
今
回
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
「
不
正
受
給
」
と
の
言
葉
を
使
い
、
つ
る
し
あ
げ

の
一
翼
を
担
い
ま
し
た
。
母
親
が
保
護
を
受
け
始
め
た
の
は
14
年
ほ
ど
前
で
、

病
気
で
働
く
こ
と
が
で
き
ず
、
息
子
も
当
時
の
収
入
で
扶
養
で
き
な
か
っ
た
た

め
受
給
が
認
め
ら
れ
た
経
過
が
あ
り
ま
す
。
最
終
的
に
福
祉
事
務
所
は
今
回
の

ケ
ー
ス
を
「
不
正
受
給
」
と
認
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
法
律
上
、

親
族
に
よ
る
扶
養
は
保
護
利
用
の
要
件
で
は
な
い
」
か
ら
で
す
。 

一
方
で
「
高
額
所
得
者
に
よ
る
親
の
扶
養
の
在
り
方
」
が
問
わ
れ
た
わ
け
で

す
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
扶
養
の
程
度
・
内
容
は
福
祉
事
務
所
と
の
話
し
合
い

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
大
原
則
で
、
も
し
著
し
く
少
な
い
場
合
は
、
福

祉
事
務
所
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立
て
を
行
う
と
い
う
手
順
を
と
れ
ば
い
い

わ
け
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
私
人
を
全
国
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
て
、
見
せ
し
め
の

よ
う
に
報
道
す
る
必
要
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
と
ら
え
て
、

生
活
保
護
制
度
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
か
の
よ
う
な
報
道
や
国
会
議
員
の

言
動
に
、
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
騒
ぎ
立
て
た
国
会
議
員
の
方
々
は
、
生
活
保

護
水
準
の
10
％
の
切
り
下
げ
な
ど
保
護
抑
制
政
策
を
す
す
め
る
「
生
活
保
護

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
の
メ
ン
バ
ー
。 

不
正
受
給
を
な
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
が
、
保
護
費
増
加
の
原
因
は
生
活
保
護
の
「
不
正
受
給
」
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
非
正
規
労
働
の
広
が
り
な
ど
に
よ
る
貧
困
の
拡
大
や
低
年
金
制
度
が
放
置

さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
処
方
箋
は
「
保
護
の
切
り
下
げ
」
で
は
な
く
、

「
貧
困
対
策
」
を
す
す
め
る
こ
と
で
す
。 

今
回
の
一
連
の
報
道
に
よ
っ
て
、
政
府
・
与
党
や
自
民
党
の
思
惑
に
流
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
冷
静
に
生
活
保
護
制
度
や
生
存
権
を
見
つ
め
直
す
必
要
性
を
改

め
て
感
じ
ま
し
た
。 

 

 



地域経済波及効果バッグン・全国約 500自治体に広がる住宅リフォーム制度 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済委員会視察報告～相模原市住宅リフォーム助成制度 

１０万以上のリフォーム工事に一律５万円支給・年６回募集 
経済委員会では、5 月 21 日、相模原市における住宅リフォーム助成制度を視

察しました。同市は、地域経済の活性化・市民の居住環境の向上をめざし昨年４

月から、住宅リフォーム助成制度を年 3千万円の予算で実施しています。 

大きな特徴は、地元建設業者からの「2月・8月は仕事が少ない」との声を受け、

年 6回（４、６、８、１０、11、1月）に分け、100件ずつ応募していることです。 

 3000万円の予算、経済波及効果は約 3億 4千万円 

昨年の実績は、1件当たりの工事費は、平均40万円、助成対象工事費は、約2

億 4 千万円、経済波及効果は、約 3 億 4 千万円と試算されています。市民から

は、好評を得ており、不評なのは、応募者が 3・8 倍と多いことから、「抽選漏れの

場合、市民から 5万円の値引きを要求される場合がある」ことだそうです。 

「一律5万円でなく、上限10万円に予算を増額すれば解決するのではないか」

と思いました。熊本市はいまだ予算は 0 円です。政令市では相模原市、岡山市に

続き、地域経済効果バッグンの「住宅リフォーム助成制度」実現したいものです。 

（助成対象工事）～住宅エコポイント・介護保険など他の施策と併用も可能 

 

宇土市でもリフォーム助成事業が５/17～スタート 
30 万円以上のリフォーム工事に２０%・上限２０万円助成
（市内の小売業、飲食店、美容院など登録店舗で使用できる商品券を支給） 

住宅リフォーム助成制度は、全建総連調査で、１２年５月１２日現在、

約 500自治体（4県・４８８市区町村）へと広がっています。熊本県下でも、

多良木町から始まり、現在では７市、７町で実現しています。本年５月１７

日からスタートした宇土市のリフォーム助成制度を紹介します。 

★助成の対象となる工事の具体例★ 

   ＋ 

（※３０万以上であれば必須工事のみでも可） 

日本共産党 市議会だより 2012年 6月 3日 

 


